
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

二

三

四

号

司
法
修
習
生
へ
の
給
与
制
の
一
年
間
延
長
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

馳

浩
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司
法
修
習
生
へ
の
給
与
制
の
一
年
間
延
長
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
裁
判
所
法
に
よ
り
、
司
法
修
習
生
に
対
し
給
与
を
支
給
す
る
制
度
に
代
え
て
修
習
資

金
を
国
が
貸
与
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

し
か
し
、
修
習
専
念
義
務
に
よ
り
、
兼
職
や
ア
ル
バ
イ
ト
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
中
で
の
貸
与
制
実
施
は
、
修
習
生
の
経
済
的

な
負
担
増
や
法
曹
志
望
者
の
減
少
な
ど
が
懸
念
さ
れ
、
見
直
し
を
求
め
る
声
も
多
く
あ
る
。

こ
の
状
況
を
踏
ま
え
た
議
員
立
法
に
よ
り
裁
判
所
法
の
改
正
案
が
去
る
十
一
月
二
十
六
日
の
参
議
院
本
会
議
に
て
可
決
・
成

立
し
た
こ
と
で
、
貸
与
制
を
停
止
し
、
給
与
制
が
一
年
間
延
長
さ
れ
た
。
こ
の
延
長
措
置
は
、
あ
く
ま
で
応
急
処
置
的
な
対
応

で
あ
り
、
問
題
の
本
質
的
な
解
決
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
。

今
後
、
修
習
生
へ
の
経
済
的
支
援
の
あ
り
方
や
法
曹
養
成
を
含
め
た
司
法
制
度
全
体
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

給
与
制
を
永
続
さ
せ
る
の
で
な
く
、
一
年
間
の
延
長
措
置
の
後
、
予
定
通
り
貸
与
制
に
移
行
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と

承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
の
認
識
は
如
何
。

二

最
高
裁
に
よ
る
と
、
給
与
制
を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
に
よ
り
、
約
百
億
円
の
経
費
が
必
要
と
の
試
算
が
あ
る
が
、
そ
の

一



数
字
の
根
拠
に
つ
い
て
内
閣
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。
関
連
し
て
、
予
算
上
そ
の
延
長
経
費
を
ど
の
よ
う

に
捻
出
す
る
の
か
、
そ
の
手
法
に
つ
い
て
伺
う
。

三

貸
与
制
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
一
年
間
の
延
長
期
間
内
に
、
司
法
修
習
生
の
中
の
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
返
済
免
除
等

の
救
済
措
置
の
検
討
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

四

法
曹
志
望
者
の
減
少
や
、
司
法
試
験
合
格
率
の
低
下
な
ど
法
科
大
学
院
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
修
習
期

間
を
経
て
、
た
と
え
弁
護
士
に
な
れ
て
も
仕
事
が
な
い
と
い
う
現
状
で
、
法
曹
人
口
年
間
三
千
人
増
員
の
見
直
し
等
の
司
法

制
度
全
体
の
改
革
が
必
要
と
考
え
る
が
、
今
後
の
法
曹
改
革
に
対
す
る
政
府
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


